
学校法人を取り巻く現状と課題等について

文部科学省高等教育局私学部参事官付

令和元年１０月１７日（木）

令和元年１０月２８日（月）



＜本日の講演内容＞

1. 高等教育に関する将来構想について

2. 学校法人運営調査における経営指導の充実について

3. 監事に期待される役割

【参考：データ集】

私立学校を取り巻く現況について

令和２年度私学関係概算要求・税制改正要望について
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１．高等教育に関する将来構想について



私立学校の役割等

◆ 我が国の高等教育機関（大学、短大、高専）の約７７.２％
が私立。学生数の約７３.８％が私立に在籍。

※令和元年度学校基本調査（速報値）より

◆ 私立学校は、建学の精神に基づき個性豊かな活動を展開。

→ 私立学校は、我が国の学校教育の発展にとって、
質・量ともに重要な役割を果たしている。

◆ また、私立学校は、
→ それぞれの自助努力によって経営基盤の維持・強化や

積極的な情報公開などを行いつつ、国民の要請に応える
個性的で魅力あふれる学校づくりを進めることが期待
されている。
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Ⅵ．高等教育を支える投資 … コストの可視化とあらゆるセクターからの支援の拡充 …

Ⅴ．各高等教育機関の役割等 … 多様な機関による多様な教育の提供 …

Ⅱ．教育研究体制 … 多様性と柔軟性の確保 …

2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）【概要】

Ⅲ．教育の質の保証と情報公表 … 「学び」の質保証の再構築 …

多様な教員多様な学生 多様で柔軟な教育プログラム 大学の多様な「強み」の強化多様性を受け止める柔軟な
ガバナンス等

必要とされる人材像と高等教育の目指すべき姿 高等教育と社会の関係

Ⅰ．2040年の展望と高等教育が目指すべき姿 … 学修者本位の教育への転換 …

18歳で入学する日本人を主な対象
として想定する従来のモデルから

脱却し、社会人や留学生を積極的
に受け入れる体質転換

→ リカレント教育、留学生交流の推進、
高等教育の国際展開

実務家、若手、女性、外国籍など
の様々な人材を登用できる仕組み
の在り方の検討

→ 教員が不断に多様な教育研究活動
を行うための仕組みや環境整備
（研修、業績評価等）

文理横断・学修の幅を広げる教育、

時代の変化に応じた迅速かつ柔軟
なプログラム編成

→  学位プログラムを中心とした大学制度、
複数の大学等の人的・物的資源の共有、
ICTを活用した教育の促進

各大学のマネジメント機能や経営
力を強化し、大学等の連携・統合を
円滑に進められる仕組みの検討

人材養成の観点から各機関の
「強み」や「特色」をより明確化し、
更に伸長

全学的な教学マネジメントの確立
→ 各大学の教学面での改善・改革に資する取組に係る

指針の作成

学修成果の可視化と情報公表の促進

設置基準の見直し
（定員管理、教育手法、施設設備等について、
時代の変化や情報技術、教育研究の進展等
を踏まえた抜本的な見直し）

認証評価制度の充実
（法令違反等に対する厳格な対応）

高等教育機関への進学者数と
それを踏まえた規模

国公私の役割

地域における高等教育

歴史的経緯と、再整理された役割を踏まえ、
地域における高等教育の在り方を再構築し
高等教育の発展に国公私全体で取り組む

国立大学の果たす役割と必要な分野・規模に
関する一定の方向性を検討

将来の社会変化を見据えて、社会人、
留学生を含めた「多様な価値観が集まる
キャンパス」の実現

学生の可能性を伸ばす教育改革の
ための適正な規模を検討し、教育の質
を保証できない機関へ厳しい評価

【参考】2040年の推計
• 18歳人口：120万人（2017）

→ 88万人（現在の74%の規模）
• 大学進学者数：63万人（2017）

→51万人（現在の80%の規模）

各学校種（大学、専門職大学・専門職短期大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、大学院）
における特有の課題の検討

転入学や編入学などの各高等教育機関の間の接続を含めた流動性を高め、より多様なキャリア
パスを実現

国力の源である高等教育には、引き続き、公的支援の充実が必要

社会のあらゆるセクターが経済的効果を含めた効果を享受することを踏まえた
民間からの投資や社会からの寄附等の支援も重要（財源の多様化）

教育・研究コストの可視化

高等教育全体の社会的・経済的効果を社会へ提示

公的支援も含めた社会の負担への
理解を促進
→ 必要な投資を得られる機運の醸成

Ⅳ．18歳人口の減少を踏まえた高等教育機関の
規模や地域配置 … あらゆる世代が学ぶ「知の基盤」 …

普遍的な知識・理解と汎用的技能を文理横断的に身に付けていく

時代の変化に合わせて積極的に社会を支え、論理的思考力を持って
社会を改善していく資質を有する人材

予測不可能な時代
を生きる人材像

学修者本位の
教育への転換

「何を学び、身に付けることができたのか」＋個々人の学修成果の可視化
（個々の教員の教育手法や研究を中心にシステムを構築する教育からの脱却）

学修者が生涯学び続けられるための多様で柔軟な仕組みと流動性

2040年頃の社会変化
国連:SDGs「全ての人が平和と豊かさを享受できる社会」
Society5.0 第4次産業革命 人生100年時代 グローバル化 地方創生

→ 国立大学の一法人複数大学制の導入、経営改善に向けた指導強化・撤退を含む
早期の経営判断を促す指導、国公私立の枠組みを越えて、各大学の「強み」を活かした
連携を可能とする「大学等連携推進法人（仮称）」制度の導入、学外理事の登用

複数の高等教育機関と地方公共団体、産業界が
各地域における将来像の議論や具体的な連携・
交流等の方策について議論する体制として
「地域連携プラットフォーム（仮称）」を構築

→ ・ 単位や学位の取得状況、学生の成長実感・満足度、
学修に対する意欲等の情報

・ 教育成果や大学教育の質に関する情報
の把握・公表の義務付け

→ 全国的な学生調査や大学調査により整理・比較・一覧化

教育と研究を通じて、新たな社会・経済システムを提案、成果を還元

多様で卓越した「知」はイノベーションの創出や科学技術の発展にも寄与

雇用の在り方や働き方改革と高等教育が提供する学びのマッチング

「個人の価値観を尊重する生活環境を提供できる社会」に貢献

教育の質保証システムの確立

「知識の共通基盤」

研究力の強化

産業界との協力・連携

地域への貢献

平成30年11月26日
中 央 教 育 審 議 会
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→ 全ての人が必要な教育を受け、その能力を最大限に発揮でき、平和と豊かさを享受できる社会へ

→ 現時点では想像もつかない仕事に従事、幅広い知識をもとに、 新しいアイデアや構想を生み出せる力が強みに

→ 生涯を通じて切れ目なく学び、すべての人が活躍し続けられる社会へ

→ 独自の社会の在り方や文化を踏まえた上で、多様性を受け入れる社会システムの構築へ

→ 知識集約型経済を活かした地方拠点の創出と、個人の価値観を尊重する生活環境を提供できる社会へ

SDGs（持続可能な開発のための目標）

Society5.0・第4次産業革命

人生100年時代

グローバル化

地方創生

2040年頃の社会の姿①

2040年という時代 …
～今から22年後の未来～

2018年に生まれた子供たちが、大学（学部）を卒業するタイミング

我が国は課題先進国として、世界の国々が今後直面する課題にいち早く対応していく必要

成熟社会を迎える中で、直面する課題を解決することができるのは

「知識」とそれを組み合わせて生み出す「新しい知」
特に高等教育については、我が国の社会や経済を支えることのみならず、

世界が直面する課題への解決にいかに貢献できるかという観点が重要

その基盤となり得るのが教育

2040年頃の社会変化の方向
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グローバル化

■長期滞在者 ■永住者

2040年頃の社会の姿②

Society5.0
AI、ビッグデータ、IoT、ロボティクス等の先端技術
が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れ
られ、社会の在り方そのものが大きく変化する
超スマート社会（Society5.0）の到来が予想。

【出典】内閣府総合科学技術・
イノベーション会議ホームページ等より作成

人生100年時代

【出典】平成29年9月11日 人生100年時代構想会議資料4-2 リンダ・グラットン議員提出資料（事務局による日本語訳）より

人口減少
国立社会保障・人口問題研究所の予測では、
少子高齢化の進行により、2040年には
年少人口が1,194万人、
生産年齢人口が5,978万人まで減少。

【出典】1920年～2010年：「人口推計」（総務省）、
2015年～2065年：「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）

※推計値は出生中位（死亡中位）推計による。実績値の1950年～1970年には沖縄県を含まない。
1945年については、1～15歳を年少人口、16～65歳を生産年齢人口、66歳以上を老年人口としている。

■0~14歳（年少人口）
■15~64歳（生産年齢人口）
■65歳以上（老年人口）

３ステージではなくマルチステージの人生

【出典】在留外国人統計（法務省 平成29年6月末） 【出典】海外在留邦人数調査統計（外務省 平成29年要約版）

在留外国人数

133.8万人

在留外国人数、海外在留邦人数ともに増。
社会のあらゆる分野でのつながりが
国境を越えて活性化。

2007年生まれの子どもの
50%が到達すると期待される年齢

世界一の長寿社会を迎え、
教育・雇用・退職後という伝統的
な人生モデルからマルチステージの
モデルへ変化。

海外在留邦人数推移247万人（万人）

（万人）

203万人

（千人）

3,387万人
（26.6％）

7,728万人
（60.8％）

1,595万人
（12.5％）

3,921万人
（35.3％）

5,978万人
（53.9％）

1,194万人
（10.8％）
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Ⅰ．2040年の展望と高等教育が目指すべき姿
… 学修者本位の教育への転換 …

2040年に必要とされる人材像と
高等教育の目指すべき姿

2040年を見据えた高等教育と社会の関係

普遍的な知識・理解と汎用的技能を文理横断的に身に付けていく

時代の変化に合わせて積極的に社会を支え、論理的思考力を
持って社会を改善していく資質を有する人材

「何を学び、身に付けることができたのか」
＋

個々人の学修成果の可視化

学修者が生涯学び続けられるための多様で柔軟な仕組みと流動性

多様で卓越した「知」はイノベーションの創出や
科学技術の発展にも寄与

教育と研究を通じて、新たな社会・経済システムを提案、
成果を還元

雇用の在り方や働き方改革と
高等教育が提供する学びのマッチング

「個人の価値観を尊重する生活環境を提供できる社会」
に貢献

高等教育は「知識の共通基盤」から更に進んで
「知と人材の集積拠点」としての機能を継続的に発展させていくことが重要

「知識の共通基盤」

研究力の強化

産業界との協力・連携

地域への貢献

変化の激しい予測不可能な時代の中、
高等教育は、学修者が自らの可能性を最大限に発揮するとともに、

多様な価値観を持つ人材が協働して社会と世界に貢献していくことが必要

予測不可能な時代を生きる人材像

学修者本位の教育への転換

（個々の教員の教育手法や研究を中心にシステムを
構築する教育からの脱却）
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多様な教員 「自前主義」からの脱却

個々人の強みが最大限に活かされ、2040年の社会を生きていく能力を獲得するためには、

高等教育は、多様な価値観を持つ多様な人材が集まることにより新たな価値が創造される場になることが必要。

（学内出身者を中心とした教育研究体制） （18歳で入学してくる学生を中心とした教育体制）

「18歳中心主義」からの脱却

実務家若手 女性外国籍

複数の大学等の人的・物的リソースを効果的に共有することで、

多様な教員による、多様な学生の多様なニーズに応える多様な教育プログラムの提供が可能に。

高等教育機関の国際展開学位プログラムを中心とした大学制度

実践的な教育を行える人材の確保

リカレント教育の充実

留学生交流の推進

学位等の国際通用性の確保

単位互換制度の柔軟化とICT活用教育の推進

社会人 留学生 障害のある学生

多様な学生

多様で柔軟な教育プログラム

優秀な留学生の獲得

高度外国人材としての留学生の我が国への定着を促進

高等教育をめぐる激しい国際競争における、

我が国の高等教育機関の魅力の向上

学部等の組織の枠を越えた学部横断的な教育に積極的に取り組む

ことによる多様な教育プログラムの提供

諸外国の優秀な若者への我が国の高等教育へのアクセス向上
我が国の高等教育機関の教育、研究力の向上、国際通用性の強化

多様な年齢層の多様なニーズを持った学生への教育体制の整備

地域、企業等と有機的に連携した実践的な教育の充実

教育資源の有効活用、教育内容の豊富化、多様な教育ニーズへの対応

Ⅱ．教育研究体制 … 多様性と柔軟性の確保 … ①
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多様性を受け止める
柔軟なガバナンス等

高等教育機関が「多様性」を発揮するためには、各大学は自らの強みや特色を意識して、

自大学の発展の方向性の明確化や他大学との連携推進など「強み」を強化していくことが必要。

大学の多様な
「強み」の強化

①国立大学の一法人複数大学制の導入

②私立大学の連携・統合の円滑化に向けた方策

③国公私立の枠組みを越えた連携の仕組み

国公私を通じて教育研究の高度化、経営力の強化を目指す

大学等の連携・統合の可能性

複数の大学等の人的・物的リソースを効果的に共有

複数の高等教育機関、産業界、地方公共団体との
恒常的な連携体制の構築

大学として中軸となる「強み」や「特色」を明確化
学外理事の複数名登用促進

強み・特色を活かした
教育研究の高度化

資源の共有化を含めた
経営力の強化

「多様な価値観が集まるキャンパス」の実現のため、
大学内外の人的・物的資源の結集と
それを支えるガバナンスが重要

不断の大学改革により、新たな「強み」を持続的に
生み出していくとともに、時代の社会を牽引するような
新たな価値を創造することが期待

学外の教員や実務家など多様な人的資源を活用し、多様な年齢層

の多様なニーズを持つ学生を受け入れていくため、 必要な教育
研究分野、求人の状況、教員や学生の相互交流などについて恒常的
に意思疎通を図る

「地域連携プラットフォーム（仮称）」の構築

客観的・複眼的な外部からの意見を反映することで、
大学運営の透明性を確保し、社会への説明責任を果たす 将来の変化を見据え、大学が自らの強みや独自性を意識した上で、

発展の方向性を考える

Ⅱ．教育研究体制 … 多様性と柔軟性の確保 … ②
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高等教育機関がその多様なミッションに基づき、学修者が「何を学び、身に付けることができるのか」を明確にし、学修の成果を学修者が実感
できる教育を行っていること。

このための多様で柔軟な教育研究体制が各高等教育機関に準備され、こうした教育が行われていることを確認できる質の保証の在り方へ
転換されていること。

全学的な教学マネジメントの確立 学修成果の可視化と情報公表の促進

（「教学マネジメント指針」の作成）

Ⅲ．教育の質の保証と情報公表 … 「学び」の質保証の再構築 … ①

【実現すべき改革の方向性】

各大学は、自ら設定した「三つの方針」に基づく教育について、その
成果を評価するための質的水準や具体的な実施方法などを定めた
方針を策定・活用し、自己点検・評価を実施した上で、教育の改善・
改革に繋げることが重要。

このようなPDCAサイクルは、大学全体、学位プログラム、
個々の授業科目のそれぞれの単位で有効に機能している必要がある。

各大学における取組に際する留意点などを網羅的にまとめた
教学マネジメントに係る指針を、大学関係者が参画する
大学分科会の下（※）で作成し、各大学へ一括して示す。

◉ 教育内容の改善
（カリキュラム編成の高度化）

◉ 教育方法の改善
（シラバスの記載の充実、成績
評価基準の適切な運用）

≪教学マネジメント指針に盛り込むべき事項の例≫

◉ 教職員の資質の向上

（ＦＤ・ＳＤの高度化） 等

（※）H30/11/20の大学分科会で「教学マネジメント特別委員会」を設置。

教学マネジメントの確立に当たっては、学生の学修成果に関す
る情報を的確に把握・測定し、教育活動の見直し等に適切に活
用する。

各大学が地域社会や企業等の外部からの声や期待を意識し、
積極的に説明責任を果たしていくという観点からも、大学全体の
教育成果の可視化の取組を促進し、公表する。

情報によっては大学に新たに義務付けしたり、取組の参考となる
よう把握や活用の在り方等について教学マネジメント指針の中
に提示したりするなど、情報公表を促進する。

≪把握・公表すべき情報の例≫

◉ 単位・学位の取得状況
◉ 卒業後の進路の状況
（就職率、就職先等）
◉ 学修時間
◉ 学生の成長実感・満足度
◉ 学生の学修に対する意欲

◉ 入学者選抜の状況
◉ 留年率・中退率
◉ 教員一人当たりの学生数
◉ 履修単位の登録上限設定の状況
◉ 早期卒業や大学院への飛び入学の状況
◉ FD・SDの実施状況 等

これらの情報について、当該大学のみならず社会全体が効果的
に活用することができるよう、全国的な学生調査や大学調査を
通じて、整理し、比較できるよう一覧化する機能を設けることが
必要。
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設置基準の見直し

教育の質保証
システムの確立

認証評価制度の充実
（法令違反等に対する厳格な対応）

何を学び、身に付けることができるのかが明確か

学んでいる学生は成長しているのか

大学の個性が発揮できる多様で魅力的な教員組織、教育課程があるかを

確認する質保証システムへの転換

時代の変化や情報技術・大学における教育研究の進展等を
踏まえた大学設置基準とするため、抜本的な見直しを検討する。

→ 具体的には、定員管理、教育手法、施設整備等について、
学生／教員比率の設定や、教育課程を踏まえた教員組織の
在り方情報通信技術を活用した授業を行う際の施設設備の在り方
などを含め、検討に着手する。

定性的な規定については解釈の明確化を図り、これに基づいた
設置申請や設置認可審査、認証評価を行うことができるよう、解釈
に関する通知を発出する。

昭和31年（進学率が右上がりの時代）に制定された大学設置基準
が現状に適応するかどうか等について検討する必要

認証評価機関は、自己評価書の記載内容の見直しや
他の評価等の活用により効率的に認証評価を実施すると
ともに、特色ある教育研究活動を積極的に発信

認証評価機関は、自らが定める大学評価基準に適合して
いるか否かを認定

受審期間の見直し

認証評価機関は、今後、学修成果や教育成果等に関する
情報公表が各大学に義務付けられた際には、共通の定義
に基づいて整理された各大学における学修成果や教育成
果等のデータを相対的に活用し、人材育成目的や規模が
近い大学同士の比較や、経年比較による改善状況を確認

Ⅲ．教育の質の保証と情報公表 … 「学び」の質保証の再構築 … ②
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18歳人口は、2040年には約88万人まで減少し、現在の74％程度の規模となることを前提に、各機関における教育の
質を維持・向上するための適正な規模を見極めた上で、 社会人及び留学生の受入れ拡大が図られていること。

実現すべき改革の方向性

高等教育機関への進学者数とそれを踏まえた規模 地域における高等教育

国公私の役割

将来の社会変化を見据えて、社会人、留学生を含めた
「多様な価値観が集まるキャンパス」の実現

学生の可能性を伸ばす教育改革のための適正な規模を検討し、
教育の質 を保証できない機関へ厳しい評価

【参考】2040年の推計
18歳人口

120万人（2017）→ 88万人（2040）

大学進学者数
63万人（2017）→ 50.6万人（2040）

あらゆる世代のための「知の基盤」
となりうることを見通した設定が必要

現在の
約74%の規模

現在の
約80%の規模

• 全都道府県の大学の配置状況に関する客観的なデータの作成

（将来の入学者減の推計を含む）

• 地域の国公私立大学が、地方自治体、産業界を巻き込んで、
将来像の議論や連携、交流の企画を行う恒常的な体制
（「地域連携プラットフォーム（仮称）」）を構築

• 国は、地域の実情を踏まえた議論のためのデータや仕組みづくりを
行った上で、各地域の議論を支援し、それらを踏まえた全体像を提示

高等教育の将来像を国が示すだけでなく、
それぞれの地域で、高等教育機関が産業界や地域を
巻き込んで、それぞれの将来像が議論されるべき時代

歴史的経緯と、再整理された役割を踏まえ、
地域における高等教育の在り方を再構築し
高等教育の発展に国公私全体で取り組む

国立大学の果たす役割と必要な分野・規模に関する
一定の方向性を検討

Ⅳ．18歳人口の減少を踏まえた高等教育機関の規模や地域配置
… あらゆる世代が学ぶ「知の基盤」 …

12



13

２．学校法人運営調査における経営指導の
充実について



学校法人に対する経営指導体制

◆学校法人運営調査
学校法人の健全な経営の確保に資することを目的として、学校法人の管理運営組織、その活動状況及び財務状況等に
ついて実態を調査するとともに、必要な指導・助言を実施。（昭和５９年より）
2020年までの間を「私立大学等経営強化集中支援期間」と位置付け、平成27年度より制度の一層の充実を図っている。

学校法人運営調査委員

各学校法人

◆経営改善に向けた指導・助言
経営状況が特に厳しいと認められる学校法人に対しては、経営改善計画（5か年）に基づく経営改善状況の報告を求めると
ともに、ヒアリング等を通じて個別に指導・助言を継続。

＜書面審査、実地調査等を実施＞
管 理
運 営 面

財 務 面 教 学 面
指導・助言 指導・助言に対する

改善状況報告

経営指導の対象法人
経営相談 等

経営改善計画の作成支援 等

、

私学事業団
－経営相談－

○経営上の問題点につ
いて現状分析、問題
点の把握、考えられ
る対応策を整理して
アドバイス

○必要に応じて、人材
バンク登録の専門家
（公認会計士、弁護
士、社会保険労務士、
教学専門家等）と共
同で実施

文部科学省
－経営指導－

○学校法人に経営改善
状況の報告を求め、
経営改善の進捗状況
を把握

○学校法人運営調査委
員等によるヒアリング
を通じて、経営改善
の着実な実施に向け
た指導・助言を実施

経営指導 等

経営改善計画の提出・報告 等

【経営改善計画（モデル）】

1.経営改善計画最終年度における財務上の数値目標
（現状分析含む）

2.建学の精神・ミッションを踏まえた学校法人の目指す
将来像

3.実施計画（現状、問題点と原因、対応策）
（１）教学改革計画

①設置校・学部等の特徴（強み弱み・環境分析）
②学部等の改組・募集停止・定員の見直し等
③カリキュラム改革・キャリア支援等

（２）学生募集対策と学生数・学納金等計画

（３）外部資金の獲得・寄付の充実・遊休資産処分等計画
（４）人事政策と人件費の抑制計画
（５）経費抑制計画（人件費を除く）
（６）施設等整備計画
（７）借入金等の返済計画

4.組織運営体制
（１）理事長・理事会等の役割・責任とプロジェクトチーム

の設置等による経営改善のための検討・実施体制
（２）情報公開と危機意識の共有

5.財務計画表
6.経営改善計画実施管理表

一部の学校法人一部の学校法人

経営改善計画の作成経営改善計画の作成

委員（※）構成
・私学理事（長）、学長／経験者
・弁護士
・公認会計士
・研究者／教授
・民間経験者

（マスコミ・ジャーナリスト等）
※文部科学省組織規則第４５条第１項、第４項

及び第５項に基づき、委員としての職務を遂行。

対象：全文部科学省所轄学校法人

★H27より委員を増員
30名→35名

★H27より調査校数を拡充
年間30法人程度→50法人程度

★2020年までに全学校法人の約半数に実施予定

連携（情報共有・意見交換） 14



学校法人に対する経営指導の充実

④ 法人自らの経営努力等により経営指導強化指標に該当しなくなる等一定の経営改善が図られた場合には、
きめ細かい集中的な指導の対象から除き、必要なフォローアップ等指導の扱いを変更

経営指導強化指標をはじめ、

経営判断指標、定員充足状況等
勘案し、学校法人運営調査委員会
で決定

・教学面、管理運営面、財務面のチェック
・実地調査
⇒必要な指導・助言、通知

② 学校法人運営調査対象法人

一部法人

③ 経営の指導を行う法人

・経営改善計画の作成・提出を求め、経営改善の進捗状況を把握
・学校法人運営調査委員等によるヒアリングの実施
⇒経営改善の着実な実施に向けた指導・助言、通知

⑤ 文科省から学校法人に対する通知に、以下の内容を盛り込む。

・経営改善実績が上がっていないことや支払不能（資金ショート）、債務超過、組織廃止に必要な
資産不足に陥るリスクがあること

・必要と考えられる見直し内容を示して、経営上の判断をすること（部局の募集停止、
設置校の廃止、法人解散等も含む）

・対応方策の方向性について、財務諸表や事業報告書等に明記すること
・今後、各学校法人が公開した内容を文科省が公表する予定があること

経営判断指標の悪化状況、経営指導強化指標への該当状況、今後の経営改善に
向けた取組の状況等を総合的に勘案した上で、学校法人運営調査委員会において
経営基盤の安定確保が必要とされた場合

・中でも、経営指導強化指標に該当した法人

・経営指導強化指標に該当しなくても個別の状況を勘案し、経営指導強化指
標該当法人と同様の指導が必要と学校法人運営調査委員会で判断する
法人

① 経営指導強化指標の設定

経営悪化傾向にはあるものの直ちに適切な
経営改善に取り組めば改善の余地があると
いう目安
・「運用資産－外部負債」がマイナス
・経常収支差額が3か年マイナス

3年程度を目安に経営改善実績を上げるように、上記の取組をきめ細かく集中的に指導
⇒経営改善の着実な実施に向けた指導・助言、通知

以下の事項が学校法人運営調査委員会で確認された場合

・経営改善の実績が上がらなかった
・支払不能（資金ショート）又は債務超過に陥るリスク有

・経営難の原因となっている組織の廃止に必要な額を試算の上、
法人の有する資産がその額を下回るリスク有

⑥
・該当学校法人において財務諸表や事業報告書等を公表
・学校法人が公開した対応方策の方向について文科省がまとめて公表

⇒組織の見直し等について指導、在学生の教育継続方策についてフォロー

新しい要素の部分

財
務
状
況
の
悪
化
傾
向

措置命令や解散命令等の対象となり得
るような事態に至っている場合
措置命令や解散命令等の対象となり得
るような事態に至っている場合

報告及び立入検査報告及び立入検査

私学法63条

法令違反、所轄庁の処分違反、寄附行
為違反、運営の著しい不適正が認めら
れる場合

法令違反、所轄庁の処分違反、寄附行
為違反、運営の著しい不適正が認めら
れる場合

大学設置・学校法人審議会の意見を聴
いた上で、募集停止を含めた措置命令
大学設置・学校法人審議会の意見を聴
いた上で、募集停止を含めた措置命令

私学法60条

措置命令に従わない場合措置命令に従わない場合

役員の解任勧告役員の解任勧告

私学法60条

措置命令に従わず、法令違反の状態が
継続し、他の方法でも監督目的が達成
できない場合

措置命令に従わず、法令違反の状態が
継続し、他の方法でも監督目的が達成
できない場合

解散命令解散命令

私学法62条
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近年の学校法人運営調査における主な指摘事項（１）

大項目 中項目 指導・助言事項（その他意見含む）

監事による監査の充実

監事による教学面を含めた業務監査の充実

監事の監査を支援するための事務体制の整備

役員報酬に関する規程の整備

役員退職金支給規程の整備

監事の理事会・評議員会への出席率の改善

評議員会における評議員の出席率の改善

理事会における理事の出席率の改善

決算及び事業の実績を、理事会において決定、評議員会に報告

理事会が学校法人の最終的な意思決定機関であることを踏まえ、常任理事会等の位置づけや役割を明確化

評議員の欠員補充

理事・評議員の選任手続きを適正化

学校法人設立時の財産目録の備え付け

資産総額の変更登記を毎年度所定の期間に行い、文部科学大臣に対する速やかな届出

学校法人会計基準の改正を踏まえた規定の見直し・改正

教員の採用・昇格基準の整備

諸規程の整備

 ・個人情報保護に関する規程 ・情報公開に関する規程 ・公益通報に関する規程  

 ・教職員退職金支給規程   ・学長候補者選考規程  ・学部（学科）長候補者選考規程 

管
理
運
営
組
織

監事

役員報酬

理事会
/評議員会

理事
/評議員

備え付け
/届出

規程
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近年の学校法人運営調査における主な指摘事項（２）

大項目 中項目 指導・助言事項（その他意見含む）

資産運用に関する規程の整備

資産運用に関する規定の見直しを含めた適切な改善

収益事業 収益事業の在り方を検討し、必要に応じた寄附行為の変更

貸借対照表注記の記載事項改善

補助活動、国際交流基金事業の計上方法の適正化

経営改善計画 経営改善計画の作成及び着実な実施等による経営基盤の安定確保

設置学部等の学生確保に向けた対応策を立案し着実に実施

定員管理の適正化、定員超過の改善

中長期計画 中長期計画の作成及び着実な実施

教員補充 専任教員の補充

入学者選抜規程の整備

卒業認定基準の明示

財
務

教
学

ＡＰ・ＤＰ

学生確保
/定員管理

財務諸表

資産運用
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３．監事に期待される役割
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監事の職務

【私学法第３７条第３項】
監事の職務は、次のとおりとする。
一 学校法人の業務を監査すること。
二 学校法人の財産の状況を監査すること。
三 理事の業務執行の状況を監査すること。
四 学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年
度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提
出すること。

五 第一号又から第三号までの規定による監査の結果、学校法人の業務若しくは財産又
は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事
実があることを発見したときは、これを所轄庁に報告し、又は理事会及び評議員会
に報告すること。

六 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の
招集を請求すること。

七 学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に
出席して意見を述べること。

【私学法第３７条第４項】
前項第六号の請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日
を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の召集の通知が発せられない場合
には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。

学校法人の業務（経営面だけでなく教学面を含む）、財産の状況、理事の業務
執行の状況を監査し、不正等があれば対処する。
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監事の牽制機能の強化（私立学校法改正関係）

理事の業務執行の状況の監査（第37条第3項第3号～第５号、第７号）

監事の理事会召集請求権及び招集権（第37条第３項第６号及び第４項）
＜私立学校法第37条第４項＞

４ 前項第六号の請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を
理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の召集の通知が発せられない場合には、
その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。

監事による理事の行為の差止め（第40条の５（一般法人法第103条準用））
監事は、理事が学校法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、

又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該学校法人に著しい損害が
生じるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

費用等の請求（第40条の５（一般法人法第10６条準用））
監事がその職務の執行について学校法人に対して次に掲げる請求をしたときは、当該学校法人は、

当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、
これを拒むことができない。
一 費用の前払の請求
二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 負担した債務の債権者に対する弁済（当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の

提供）の請求



（出典）日本私立学校振興・共済事業団『学校法人の経営改善方策に関するアンケート』報告 大学・短期大学法人編 平成３１年３月 より 文部科学省作成。

監事業務の現状 【大学法人】

31.6%

3.7%

0.3%

34.5%

39.1%

50.1%

11.8%

18.9%

16.6%

6.7%

11.4%

11.6%

4.5%

6.7%

6.9%

10.8%

20.1%

14.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

０日 １日～４日 ５日～８日 ９日～１２日 １３日～１６日 １７日以上

◆監事による財務監査、業務監査について要した日数（のべ日数）について（H２９年度）

財務監査日数

業務監査日数

◆監事のサポート体制

【大学法人】

• 監事監査実施をサポートするため、どのような体制を
取っているか。

43.7%

32.1%

7.1%

6.5%

10.6%
内部監査室

内部監査室以外の職員

要望があった場合に人員配置

支援体制を検討中

支援体制なし

◆監事による監査結果の報告について

• 監事による業務監査等の監査結果の報告に関する規程
等はあるか。また規程等がある場合、報告先はどこか。

25.4%

84.4%

76.2%

5.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

理事長 理事会 評議員会 その他
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90.6%

9.4%

定めがある 定めがない

教学監査日数



（出典）日本私立学校振興・共済事業団『学校法人の経営改善方策に関するアンケート』報告 大学・短期大学法人編 平成３１年３月 より 文部科学省作成。

監事業務に期待される役割

【大学法人】

22

今後、実施を期待する監査項目 ※（ ）は現在の実施状況

中長期計画・・・３７．８％（６５．６％）
教育活動・・・３３．９％（５０．３％）
各部署の業務執行＜学内事務体制の見直し＞・・・３２．７％（６２．６％）
監査における指摘事項の改善状況・・・３０．７％（７３．８％）
人事、労務管理・・・２８．８％（３４．２％）

学校法人の現在の課題 ＜現在、課題と考えていることは何か。（重要と考えている順に３項目選択）＞

1.8%

2.4%

9.2%

33.6%

44.2%

5.7%

6.7%

12.2%

30.8%

24.0%

11.6%

14.1%

24.2%

7.1%

14.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

学生の多様化、学力低下への対策

経営人材の育成

教育改革推進体制の強化

学生数・志願者数減少への対策

財務の改善・強化

１番 2番 3番



監事への期待

理事長
（理事会）

理事会で意見（合法性、
妥当性、合理性等の
チェックなど） 等

・監事支援のための
体制整備

他法人の監事

監事間ネットワークの構築

・学生
・保護者
・取引業者
・地域社会

等

理解・支援

予算

事業計画

業務執行

その他・・・

情報収集

情報収集

学校法人

社 会

施設・設備

・定期的な業務状況等
の報告

教職員

・適任者の選任

文部科学省

不正の行為等の報告
（理事会や評議員会で適切な

対応がなされない場合）

同意（選任時）報告・情報収集

評議員会
積極的な
情報公開等

協力・支援
三様監査の充実

（連携・協力の推進）

外部
監査人

監 事

内部監査
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監事機能の充実強化のためのポイント

◆監事として適格な者を人選

◆監事監査の重要性や監査への協力を法人内に周知

◆監事と役員・教職員との適切な関係の構築

等

◆監事の業務や責任に応じた報酬の支払い

◆常勤監事の設置

24

◆監事支援のための体制（内部監査室等）の整備

◆監事への情報提供、監事による情報収集



参考：データ集
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＜私立学校を取り巻く現況について＞
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57.9%

81.5%

87.9%

61.8%
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80%

90%

100%
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3536373839404142434445464748495051525354555657585960616263元 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152

万
人

進学率１(大学＋短大＋高専＋専門学校）

収容力（大学＋短大）※現役のみ

現役志願率（大学＋短大）

進学率２（大学＋短大）

短大入学者数（万人）

専門学校入学者数（万人）

高校等卒業者数（万人）

18歳人口（万人）

高専４年次在学者数

大学入学者数（万人）

● 18歳人口 ＝ ３年前の中学校卒業者数及び中等教育学校前期課程修了者数
● 進学率１ ＝ 当該年度の大学・短大・専門学校の入学者、高専４年次在学者数

18歳人口
● 進学率２ ＝ 当該年度の大学・短大の入学者数

18歳人口
○ 高校等卒業者数 ＝ 高等学校卒業者数及び中等教育学校後期課程修了者数
○ 現役志願率 ＝ 当該年度の高校等卒業者数のうち大学・短大へ願書を提出した者の数

当該年度の高校等卒業者数
○ 収容力（※現役のみ） ＝ 当該年度の大学・短大進学者数（※現役のみ）

当該年度の大学・短大志願者数（※現役のみ）

出典：文部科学省「学校基本統計」、平成43年～52年度については国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）（出生中位・死亡中位）」を元に作成
※進学率、現役志願率については、小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

18歳人口は、平成21～32年頃までほぼ横ばいで推移するが、33年頃から再び減少
局面に突入し、2040年には約88万人まで減少することが予測されている。

年

大 学:         53.3%     
短 大:           4.6%         
高専４年次:    0.9%
専門学校:    22.7%

大学: 57.1% 
短大:   4.7%

大学: 53.3%
短大:   4.6%

大学:87.1%
短大: 98.1%

参考データ：18歳人口と高等教育機関への進学率等の推移

27



私立大学の経営状況について

地方中小私大の収支状況は約半数が赤字傾向

私大の33％が入学定員未充足（日本私立学校振興・共済事業団
「平成31（2019）年度私立大学・短期大学等入学志願動向」より作成）

（日本私立学校振興・共済事業団
「今日の私学財政（平成30年度版）」より作成）
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中小規模（199）

地方・

中小規模（335）

～△20% △20%～△10% △10%～0% 0%～10% 10%～20% 20%～

事業活動収支差額比率がマイナス 事業活動収支差額比率がプラス

47.8%
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11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

100%以上の学校数 80%～100%の学校数 50%～80%の学校数 50%未満の学校数



私立短大の77％が入学定員未充足

中小私短大等の収支状況は約６割が赤字傾向

私立短期大学等の経営状況について
（日本私立学校振興・共済事業団
「平成31（2019）年度私立大学・短期大学等入学志願動向」より作成）

（日本私立学校振興・共済事業団
「今日の私学財政（平成30年度版）」より作成）
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事業活動収支差額比率がマイナス 事業活動収支差額比率がプラス
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規模別の入学定員、入学者数等（平成31年度、私立大学）

（日本私立学校振興・共済事業団「平成31（2019）年度私立大学・短期大学等入学志願動向」より作成）
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2,565 

15,177 

20,880 23,440 
17,127 

22,555 

31,462 

28,067 

65,022 

115,133 

145,637 

2,436 

14,929 

21,508 24,305 
17,528 

24,547 

34,212 
30,670 

67,904 

118,103 

143,941 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

100人未満 100～200 200～300 300～400 400～500 500～600 600～800 800～1,000 1,000～1,500 1，500～3，000 3,000人以上

入学定員 入学者数

入学者数－入学定員

2,882

▲1,696

人

▲248

628
865

▲129

入学定員が200人以上の私立大学は445大
学（全私立大学の約76%）。計13,395名分の
定員超過(102.9%）となっている。

うち、入学定員3,000人以上の私立大学だ
けに限って見ると24大学あり、1,696人分の
定員割れ（98.8％）。

2,6032,750

1,992

2,970

401

入学定員が200人未満の私立大学142大学
（全私立大学の約24%）において、 計377名
分の定員割れ（97.8%）となっている。



地域別の入学者数（前年度との比較、私立大学）

※

（日本私立学校振興・共済事業団「平成31（2019）年度私立大学・短期大学等入学志願動向」より作成）
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H30入学者数 H31入学者数

93

H31入学者数(500,083)－H30入学者数(497,778) = 2,305

人

9154

165

▲92

294
432

368

▲38

▲1,940

513

432

130

432

274555

242

▲197

456

▲176

199

私立大学等経常費補助金や学部等設置認可申請に係る定員管理厳格化により、三大都市圏（※）での入学者数が減少。
※



地域別の入学者数（前年度との比較、私立短期大学）

※

（日本私立学校振興・共済事業団「平成31（2019）年度私立大学・短期大学等入学志願動向」より作成）
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H31入学者数(48,705)－H30入学者数(51,214) = ▲2,509
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私立短期大学の入学者数は全国的に減少傾向。入学定員充足率は、三大都市圏（※）が高い傾向。
※



私立大学の収支状況

学生生徒等納付金

26,563億円

77.4%

手数料

1,047億円

3.1%

補助金

3,101億円

9.0%

寄付金

575億円

1.7%

付随事業収入

987億円

2.9%

419億円

1.2%

特別収入

581億円

1.7%

雑収入

1,041億円

3.0%

人件費

17,899億円教育研究経費

12,293億円

（奨学費）

（928億円）

管理経費

2,339億円

その他の支出

542億円
1.6%

●事業活動収入とは
事業活動収入とは、学生生徒等納付金、寄付金、補助金等の学校法人の負債とならない収入

のことで、借入金等は含まない。

●基本金とは
国公立学校のように施設が公費で賄われていない学校法人では、校地・校舎等の新たな取得

や高度化、設備の維持・向上等教育研究の充実に必要な資産相当額を資本 （基本金）として事
業活動収入の中からあらかじめ確保しなければならない。

※教育活動外収入…受取利息・配当金、収益事業等の収入
※特別収入…資産売却差額等の収入

●事業活動支出とは
事業活動支出とは、人件費、教育研究経費等の支出（減価償却費、退職給与引当金繰

入額等現金支出を伴わないものを含む）。

事業活動収入
3兆4,314億円

基本金組入額

2,897億円

（ 2.8% ）

事業活動支出
3兆3,073億円

※出典：日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政（平成30年度版）」

※事業活動収支計算書（595校）の集計

54.1%

37.2%

7.1%
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私立短期大学等の収支状況

学生生徒等納付

金

1,328億円…

手数料

23億円

1.3%

補助金

231億円

13.3%

寄付金

12億円

0.7%

付随事業収入

38億円

2.2%

教育活動外収

入

21億円

1.2%

特別収入

28億円

1.6%

雑収入

64億円

3.7%

事業活動収入
1,745億円

基本金組入額
132億円

人件費

1,048億円教育研究経費

555億円

（奨学費）…
管理経費

169億円

その他の支出

35億円

事業活動支出
1,806億円

（ 3.1 %）

※出典：日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政（平成30年度版）」

※事業活動収支計算書（317校）の集計

30.7%

9.4%

1.9%

●事業活動収入とは
事業活動収入とは、学生生徒等納付金、寄付金、補助金等の学校法人の負債とならない収入

のことで、借入金等は含まない。

●基本金とは
国公立学校のように施設が公費で賄われていない学校法人では、校地・校舎等の新たな取得

や高度化、設備の維持・向上等教育研究の充実に必要な資産相当額を資本 （基本金）として事
業活動収入の中からあらかじめ確保しなければならない。

※教育活動外収入…受取利息・配当金、収益事業等の収入
※特別収入…資産売却差額等の収入

●事業活動支出とは
事業活動支出とは、人件費、教育研究経費等の支出（減価償却費、退職給与引当金繰

入額等現金支出を伴わないものを含む）。

58.0%
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私立大学・短期大学・高等学校の収支状況（経年の推移）

○
高
等
学
校
の
収
支
状
況

○
大
学
の
収
支
状
況

（単位：億円）年 度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

集計学校数 ａ
校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校

572 577 586 579 592 588 591 592 596 590 595
事業活動収入

（H26以前は帰属収入） ｂ 32,336 32,394 32,379 32,449 33,599 32,946 33,156 33,234 33,540 33,654 34,314

事業活動支出
（H26以前は消費支出） ｃ 29,762 30,748 30,307 30,382 32,097 30,921 31,371 31,450 32,371 32,544 33,073

基本金組入前当年度収支差額
（H26以前は帰属収支差額） ｄ＝ｂ－ｃ 2,574 1,646 2,072 2,067 1,502 2,025 1,785 1,784 1,169 1,110 1,241

事業活動収支差額比率
（H26以前は帰属収支差額比率） ｅ＝ｄ÷ｂ 8.0% 5.1% 6.4% 6.4% 4.5% 6.1% 5.4% 5.4% 3.5% 3.3% 3.6%

基本金組入前当年度収支差額
（H26以前は帰属収支差額）が
マイナスの学校数

ｆ
校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校

194 229 230 227 250 208 215 219 243 233 235

割合 ｇ＝ｆ÷ａ 33.9% 39.7% 39.2% 39.2% 42.2% 35.4% 36.4% 37.0% 40.8% 39.5% 39.5%

年 度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

集計学校数 ａ
校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校

380 376 371 358 353 335 337 333 324 321 317
事業活動収入

（H26以前は帰属収入） ｂ 2,530 2,326 2,201 2,098 2,200 1,940 1,961 1,941 1,875 1,838 1,745
事業活動支出

（H26以前は消費支出） ｃ 2,589 2,451 2,330 2,181 2,147 1,985 1,996 1,939 1,934 1,842 1,806
基本金組入前当年度収支差額

（H26以前は帰属収支差額） ｄ＝ｂ－ｃ ▲ 59 ▲ 125 ▲ 129 ▲ 83 53 ▲ 45 ▲ 35 2 ▲ 59 ▲ 5 ▲ 61
事業活動収支差額比率

（H26以前は帰属収支差額比率） ｅ＝ｄ÷ｂ ▲2.3% ▲5.4% ▲5.9% ▲4.0% 2.4% ▲2.3% ▲1.8% 0.1% ▲3.2% ▲0.3% ▲3.5%
基本金組入前当年度収支差額
（H26以前は帰属収支差額）が
マイナスの学校数

ｆ
校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校

203 227 223 207 193 189 170 187 184 174 191

割合 ｇ＝ｆ÷ａ 53.4% 60.4% 60.1% 57.8% 54.7% 56.4% 50.4% 56.2% 56.8% 54.2% 60.3%

年 度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

集計学校数 ａ
校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校

1,273 1,272 1,279 1,244 1,263 1,266 1,286 1,288 730 1,310 1,301
事業活動収入

（H27以前は帰属収入） ｂ 10,051 9,896 9,891 9,808 10,087 10,173 10,384 10,848 5,833 11,092 11,053
事業活動支出

（H27以前は消費支出） ｃ 10,129 10,068 9,832 9,619 9,953 9,899 10,109 10,294 5,381 10,637 10,727
基本金組入前当年度収支差額

（H27以前は帰属収支差額） ｄ＝ｂ－ｃ ▲ 78 ▲ 172 59 189 134 274 275 554 452 455 326
事業活動収支差額比率

（H27以前は帰属収支差額比率） ｅ＝ｄ÷ｂ ▲0.8% ▲1.7% 0.6% 1.9% 1.3% 2.7% 2.6% 5.1% 7.7% 4.1% 2.9%
基本金組入前当年度収支差額
（H27以前は帰属収支差額）が
マイナスの学校数

ｆ
校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校

701 693 625 578 599 546 553 521 544/1,290 530 582

割合 ｇ＝ｆ÷ａ 55.1% 54.5% 48.9% 46.5% 47.4% 43.1% 43.0% 40.5% 42.2% 40.5% 44.7%

○ 事業活動収支差額比率（帰属収支差額比率）とは、学校法人の負債とならない収入である事業活動収入（帰属収入）から事業活動支出（消費支出）を差し引いた差額（基本金組入前当年度収支差額（帰
属収支差額））が 収入全体の何％に当たるかを見る比率である。

（※）出資（株式）の概念がなく、また、国公立学校のように施設が公費で賄われていない学校法人では、校地・校舎等の新たな取得や高度化、設備の向上など教育研究の充実に必要な資産相当額を資本
（基本金）として事業活動収入（帰属収入）の中からあらかじめ確保しなければならないため、 基本金組入れ相当の基本金組入前当年度収支差額（帰属収支差額）が必要になる。

出典：日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政」
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＜令和２年度私学関係概算要求・税制改正要望について＞
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私立大学等経常費補助金予算額の推移

3,194 
3,159 

3,154 
3,153 
3,153 
3,153 

3,184 
3,175 

3,188 
3,209 

3,222 
3,218 

3,249 
3,281 

3,313 
3,293 

3,263 

2020年度

2019年度

2018年度

2017年度

2016年度

2015年度

2014年度

2013年度

2012年度

2011年度

2010年度

2009年度

2008年度

2007年度

2006年度

2005年度

2004年度 （単位：億円）

4億円増
（0.1％）

▲13億円減
（▲0.4％）

▲22億円減
（▲0.7％）

▲12億円減
（▲0.4％）

前年度同額

▲31億円減
（▲1.0％）

9億円増
（0.3％）

前年度同額

2億円増
（0.05％）

5億円増
（0.2％）

35億円増
（1.1％）

▲32億円減
（▲1.0％）

▲32億円減
（▲1.0％）

▲31億円減
（▲1.0％）

20億円増
（0.6％）

30億円増
（0.6％）

注１：金額は当初予算額である。
注２：2012年度～2020年度要求には、復興特別会計分を含まない。
注３：単位未満四捨五入の関係で上記数字が一致しないことがある。

要 求・要望額
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令和２年度要求・要望額 4,743億円
(前年度予算額 4,290億円)私学助成関係予算

～ 私 立 学 校 の 特 色 強 化 ・ 改 革 に 向 け た 推 進 ～

（１）一般補助 2,743億円（＋31億円）

大学等の運営に不可欠な教育研究に係る経常的経費について支援する。
アウトカム指標を含む教育の質に係る客観的指標の本格導入等を通じたメリ
ハリある資金配分により、教育の質の向上を促進

（２）特別補助 451億円（ ＋4億円）

人口減少・少子高齢化の進行や社会経済のグローバル化を背景に、
「Society5.0」の実現や地方創生の推進等、我が国が取り組む課題を踏まえ、
自らの特色を活かして改革に取り組む大学等を重点的に支援

○私立大学等改革総合支援事業 154億円（＋7億円）（一般補助及び特別補助の内数）

「Society5.0」の実現に向けた特色ある教育研究の推進や、地域社会への貢献、
イノベーションを推進する研究の社会実装の推進など、特色・強みや役割の明確化・
伸長に向けた改革に全学的・組織的に取り組む大学等を重点的に支援

○大学院等の機能高度化への支援 134億円（ ＋3億円）（一般補助及び特別補助の内数）

「Society5.0」の実現、イノベーション・エコシステムの構築に向けて、基礎研究を中心
とする研究力強化につながる、優秀な若手研究者や女性研究者の支援等を強化する
ことにより、大学院等の機能高度化を図る

私立大学等経常費補助 3,194億円（＋35億円）

（１）耐震化等の促進 275億円（＋225億円）

学校施設の耐震化完了に向けた校舎等の耐震改築(建替え)事業及び耐震補強事、
そのほか防災機能強化を更に促進するための非構造部材の落下防止対策等の設備
を重点的に支援

（２）教育・研究装置等の整備 231億円（＋172億円）

○私立大学等の装置・設備費 120億円（＋98億円）

私立大学等の多様で特色ある教育・研究の一層の推進を図るため、私立大学等の装置・設備
の整備を支援

○私立高等学校等ICT教育設備整備費 54億円（ ＋31億円）

次期学習指導要領の全面実施を中学校2021年度、高等学校2022年度に控え、アクティブ・
ラーニング等を推進するため、私立高等学校等におけるICT環境の整備を支援

※ 他に、日本私立学校振興・共済事業団による融資事業（貸付見込額） 625億円〔うち財政融資資金 291億円〕

（１）一般補助 867億円（＋6億円）

都道府県による私立高等学校等の基盤的経費への助成を支援

○幼児児童生徒１人当たり単価の増額

私立高等学校等経常費助成費等補助 1,043億円（＋22億円）

（３）特定教育方法支援事業 30億円 （＋2億円）

特別支援学校等の教育の推進に必要な経費を支援

（２）特別補助 147億円 （＋14億円）

各私立高等学校等の特色ある取組を支援するため、都道府県による助成
を支援

○児童生徒等の安全確保に関する支援の充実

○教育の質の向上に取り組む学校への支援の充実

○特別な支援が必要な幼児の受入れや預かり保育を実施する幼稚園に
対する支援の充実 等

※単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合がある。

＜幼稚園・高校等の耐震化率＞ ＜大学等の耐震化率＞

出典：私立学校耐震改修状況調査（2019年以降は各法人の耐震化計画及び整備実績を踏まえた推計値）

私立学校施設・設備の整備の推進 506億円（＋397億円）
99.0%

約96％
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約93％
（速報値）

99.2%

約94％
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＜公立：小・中＞

＜私立：幼～高＞

約91％
（速報値）

※ 「臨時・特別の措置」（防災・減災、国土強靱化関係）は予算編成過程で検討
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私立大学等経常費補助の概要
令和２年度要求・要望額 3,194億円
(前年度予算額 3,159億円)

2018年
事業内容

私立大学等の運営に必要な経常費補助金を確保し、教育研究の質の向上、地域への貢献及び研究力の強化等に取り組む私立大学
等に対する支援を強化する。

特別補助 451億円 （447億円）

○ 私立大学等改革総合支援事業 154億円 (147億円) ※上記の一般補助及び特別補助の内数

「Society5.0」の実現に向けた特色ある教育研究の推進や、地域社会への貢献、イノベーションを推進する研究の社会実装の推進など、
特色・強みや役割の明確化・伸長に向けた改革に全学的・組織的に取り組む大学等を重点的に支援する。

○ 大学院等の機能高度化への支援 134億円(131億円) ※上記の特別補助の内数
Society5.0の実現、イノベーション・エコシステムの構築に向けて、基礎研究を中心とする研究力強化につながる、優秀な若手研究者や女性研
究者の支援等を強化することにより、大学院等の機能高度化を図る。

一般補助 2,743億円（2,712億円）
大学等の運営に不可欠な教育研究に係る経常的経費について支援する。アウトカム指標を含む教育の質に係る客観的指標の本格導入等を
通じたメリハリある資金配分により、教育の質の向上を促進する。

※括弧内は令和元年度予算額。
単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合がある。

（※私立大学等経常費補助に占める一般補助の割合は約86％）

人口減少・少子高齢化の進行や社会経済のグローバル化を背景に、「Society5.0」の実現や地方創生の推進等、我が国が取り組む課題を
踏まえ、自らの特色を活かして改革に取り組む大学等を重点的に支援する。

＜参考：復興特別会計＞
○ 被災私立大学等復興特別補助 5億円(7億円)

東日本大震災により被災した福島県内の大学等の安定的教育環境の整備や被災学生の授業料減免等への支援を実施。
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背景 課題事業概要 「Society5.0」の実現に向けた特色ある教育研究の推進や、地域社会への貢献、イノベーションを推進する研究の社会実
装の推進など、特色・強みや役割の明確化・ 伸長に向けた改革に全学的・組織的に取り組む大学等を重点的に支援する。

令和２年度要求・要望額 154億円
(前年度予算額 147億円)私立大学等改革総合支援事業

※特別補助交付額：タイプ１，３，４は１校当たり1,000万円程度、タイプ２は2,000万円程度を想定
（各選定校数等により変動）
※全タイプを通じ、成果の発信とリカレント教育を考慮

基本スキーム（イメージ）

● 地域と連携した教育課程の編成や地域の課題解決に向けた研究
の推進など、地域の経済・社会、雇用、文化の発展に寄与する取組
を支援
● 大学間、自治体・産業界等との連携を進めるためのプラッ
トフォーム形成を通じた大学改革の推進を支援

（２０～４０グループ）

タイプ ３ 「地域社会への貢献」 215校程度（20～40グループ含む）

タイプ ４ 「社会実装の推進」 130校程度

● 産業連携本部の強化や企業との共同研究・受託研究、知的
財産・技術の実用化・事業化、産業界と連携した社会実装の推
進に向けた取組を支援

タイプ １ 「『Society5.0』」の実現等に向けた
特色ある教育の展開」 195校程度

「Society5.0」時代に求められる力を養う、文理横断的な教育プロ
グラムの実施、リベラルアーツ教育の推進、各専門分野の特性に応じた
AI、数理、データサイエンス等に関する教育の導入・強化等、新たな時
代を生きる学生に対する教育機能の強化を促進
入学者選抜体制の充実強化、高等学校教育と大学教育の連携強

化等、高大接続改革への取組を支援

タイプ ２ 「特色ある高度な研究の展開」 85校程度

● 社会的要請の高い課題の解決に向けた研究やイノベーション創出等
に寄与する研究や他大学等と連携した研究など、高度な研究を
基軸とした特色化・機能強化を促進
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令和2年度概算要求額 134億円
(前年度予算額 131億円)

（）背景・現状
○ 総合イノベーション戦略では、「Society5.0」の実現に向けて、基礎研究を中心とする研究力の強化が掲げられており、研究「人材」「資金」「環
境」改革を大学改革と一体的に実行することが求められている。

○ 私立大学においては、近年、民間企業関連の研究費や科研費採択率も上昇傾向にあり、研究関連のランキングも示すように、日本の研究力の
向上に大きく寄与しているところ、私立大学の大学院等の機能の高度化への支援を強化することによって、日本の研究力の強化を促進する。

○ 優れた研究者育成のための研究者支援強化
・若手研究者の「安定」と「自立」の確保等、持続的な環境整備の促進
・研究者の国際的な研究機関等での研鑽・活躍するための環境整備の促進
・女性研究者をはじめ子育て世代の研究者のための環境整備の促進

○ 研究環境の強化

※また、専門職大学院、短期大学及び高等専門学校の機能の高度化に資する支援も充実

（研究※）

国内順位 大学名

10 日本医科大学

11 慶應義塾大学

12 東京理科大学

14 早稲田大学

32 順天堂大学

要求内容

・企業、公的研究機関、他大学をはじめとする他機関との共同研究等の促進
・研究機能の高度化に資する施設設備の運営支援の充実

「Society5.0」の実現、
イノベーション

・エコシステムの構築
に向けた大学院等の
機能高度化

（被引用論文※）

国内順位 大学名

1 帝京大学

2 藤田医科大学

6 立教大学

9 近畿大学

11 日本医科大学

※THE（Times Higher Education）「世界大学ランキング2019」より

大学院等の機能の高度化への支援

※研究に関しては、研究助成金、研究関連
収入、論文数等により評価
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【私立大学に関する民間企業関連の研究費及び科研費採択率】

民間企業との共同研究受入額 民間企業からの受託研究受入額 科研費採択率

（％）（百万円）

※文部科学省「大学等における産学連携等実施状況について」より
※日本学術振興会「科研費データ」より

【私立大学に関する研究関連の国内ランキングについて】
※１論文あたりの被引用回数

により評価
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私立学校施設・設備の整備の推進の概要
令和2年度要求・要望額 506億円
(前年度予算額 109億円)

１．耐震化等の促進 275億円（５０億円）［１34億円］

○学校施設の耐震化完了に向けた校舎等の耐震改築（建替え）事業及び耐震補強事業、そのほか防災機
能強化を更に促進するための非構造部材の落下防止対策等の整備を重点的に支援。

私立学校施設整備費補助金（他局計上分含む） 426億円（ 69億円）［134億円］
私立大学等研究設備整備費等補助金 71億円（ 28億円）
私立学校施設高度化推進事業補助金 8億円（ 12億円）

＜他に、財政融資資金 291億円（291億円）＞
（ ）は前年度予算額、[ ]は平成30年度補正予算額

※前年度予算額は、「臨時・特別の措置」（防災・減災、国土強靱化関係） ８６億円を除く。

耐震改築（建替え）事業 128億円
耐震補強事業 107億円
その他耐震対策事業 41億円

２．教育・研究装置等の整備 231億円（５9億円）

各学校の個性・特色を生かした教育研究の質の向上のための装置・設備の高機能化等を支援。
○私立大学等の多様で特色ある教育・研究の一層の推進を図るため、私立大学等の装置・設備の整備を支援（私立大学等教育研究装置・設備 120億円） 。
○次期学習指導要領等を踏まえ、アクティブ・ラーニング等を推進するため、私立高等学校等におけるICT環境の整備を支援（私立高等学校等ICT教育設備整備
費54億円） 。

【コンピューター室】
高等学校等の
ICT環境整備

※単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合がある。

【 光電子分光装置】

研究：元素の同時分析や
化学状態の把握が可能とな
り、新たな先端材料の研究
開発を実現。

【生体分子間相互作用
解析システム】
研究：生体機構や疾患時の
薬物作用機序を分子レベル
で解明。解析結果は新薬の
開発等に大きく寄与。

※「臨時・特別の措置」（防災・減災、国土強靱化関係）は予算編成過程で検討

耐震化未完了の建物が大規模
地震で甚大な被害を受けた例
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私立学校施設の耐震化等の促進

背景 課題背景説明
私立学校施設の耐震化率は、約9割と着実に進捗しているが、国公立
学校と比べて耐震対策が遅れている状況。児童生徒の学習や生活の場
であり、地震などの災害時には地域住民の避難場所等ともなる私立学校
施設の耐震化の早期完了を目指す。

目的・目標

事業内容 275億円（50億円）

学校施設の耐震化完了に向けた校舎等の耐震改築(建替え)事業及び耐震補強
事業、そのほか防災機能強化を更に促進するための非構造部材の落下防止対策
等の整備を重点的に支援。
（補助率：大学1/2 高校等1/3等 ）

◆ 耐震改築（建替え）事業 128億円
（平成30年度第2次補正予算：55億円、令和元年度当初予算：14億円）

◆ 耐震補強事業 107億円
（平成30年度第2次補正予算：37億円、令和元年度当初予算：28億円）

◆ その他耐震対策事業 41億円
（平成30年度第1次補正予算：26億円、
平成30年度第2次補正予算：16億円、令和元年度当初予算：8億円）
非構造部材の落下防止対策等の安全対策、利子助成

＜幼稚園・高校等の耐震化率＞ ＜大学等の耐震化率＞

出典：私立学校耐震改修状況調査（令和2年度以降は各法人の耐震化計画及び整備実績を踏まえた推計値）
※この他に日本私立学校振興・共済事業団による耐震化融資を実施

令和2年度計画額（貸付見込額）：221億円
※「臨時・特別の措置」（防災・減災、国土強靱化関係）は予算編成過程で検討

※単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合がある。

令和2年度要求・要望額 275億円
(前年度予算額 50億円)

熊本地震や東日本大震災の教訓等を踏まえ、また今後発生が懸念されて
いる南海トラフ地震や首都直下地震等に備え、早急に児童・生徒等の安
全確保を図るため、私立学校施設の耐震化完了に向けた支援が必要。

※前年度予算額は、「臨時・特別の措置」
（防災・減災、国土強靱化関係） ８６億円を除く。
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○ 一定の要件を満たした学校法人等に個
人が寄附をした場合の税額控除の導入

（平成２３年度～）

○ 学校法人の定員・事業規模に応じ、税額
控除の対象法人となるための要件を緩和

（定員について平成２７年度～、
事業規模について平成２８年度～）

○ 私立大学が行う受託研究の受託研究収
入の非課税措置の拡充

（平成２９年度～）

○ 現物寄附へのみなし譲渡所得税の非課
税化に係る国税庁長官の承認手続きを簡
素化する特例について、適用対象を拡大

（知事所轄法人について平成２９年度～、
株式について平成３０年度～）

○直系尊属から子・孫に対する教育資金の
一括贈与について、受贈者の年齢制限を、
在学中であることを条件に30歳から40歳
まで引き上げ

（平成３１年度～）

最近の税制改正

学校法人に係る税制の概要
《 学校法人に対する優遇措置 》

国税 【教育研究事業】 非 課 税

〔株式会社等の場合、税率２３．４％〕【 収 益 事 業 】 課 税 軽減税率 19％
（収益事業所得の教育研究事業への支出）※みなし寄附金の特例

収 入 の 5 0 ％ （ ） ま で 損 金 算 入 可 能法人税 当 該 金 額 が 年 ２ ０ ０ 万 円 未 満 の 場 合 は ２ ０ ０ 万 円
（通常の公益法人等は20％）

※収益事業の適用除外
については、契約において研究成果の公開を規定している等私立大学における受託研究収入

その他 非 課 税
所得税（利子、配当所得等 、登録免許税（目的外不動産を除く 、の税目 ） ）

（無利息等の条件で学校法人等が行う奨学金貸与事業における借用印紙税
証書等に係るもの。 28.4.1以降の非課税の確認を受けた日～ 31.3.31にH H
作成されるものについて適用 ）。

地方税 非 課 税
住民税、事業税、事業所税（収益事業に係るものを除く）
不動産取得税、固定資産税、特別土地保有税、都市計画税（目的外不動産等を除く）

《 学校法人に対する寄附に係る優遇措置 》

寄附者
個人からの寄附 法人からの寄附

寄附の受手

（平成23年度改正）【税額控除額】
税額控除

（ 寄附金額 － 2千円 ）× 40 ％
対象法人

国
所 得 税 額 の 2 5 ％ が 限 度 額※１

税
【損金算入限度額】学校 【所得控除額】
資本金等の額×0.375％特定公益

法人に ※ 寄 附 金 額 － 2 千 円
×1 2増進法人 ＋ /

２ 総 所 得 の
当該年度所得×6.25％直接の

4 0 ％ が 上 限 ☆
寄附

【税額控除額】地方自治体
地

の条例
（ 寄附金額 － 2千円 ）× 10 ％

により指定方
総 所 得 の

された
税 ☆30％が上限

寄附金

日本私立学校振興・共済

寄附金全額の損金算入が可能事業団を経由した寄附 （☆に同じ）
受配者指定寄附金）（

（※１）次のいずれかの要件を満たし、所轄庁からの証明を受けている学校法人
①経常収入金額のうち、寄附金収入金額が20％以上を占めること
②3,000円以上の寄附を行った寄附者数が年平均100人以上であること。ただし、以下の場合は要件が緩和される。
（１）実績判定期間内に、設置する学校等の定員等の総数が5,000人未満の事業年度がある場合。このとき当該事業年度の判定

基準寄附者数は（ア）の通り計算し、かつ（ウ）の要件を満たすこと。
（２）実績判定期間内に、公益目的事業費用等が１億円に満たない年度がある場合。このとき当該事業年度の判定基準

寄附者数は（イ）の通り計算し、かつ（ウ）の要件を満たすこと。
（ア）判定基準寄附者数＝実際の寄附者数×5000÷定員等の総数（当該総数が500人未満の場合は500）
（ ） （ ）イ 判定基準寄附者数＝実際の寄附者数×１億÷公益目的事業費用等の合計額 当該合計額が１千万円未満の場合は１千万
（ウ）寄付金額が年平均30万円以上

（※２）税額控除対象法人及び特定公益増進法人の両方の証明を受けている法人に対して個人が寄附を行う場合、確定申告の際
に、寄附者が税額控除制度と所得控除制度のいずれか一方を選択。
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背景 ・ 現状

税額控除の控除率の引き上げにより、個人寄附が促
進され、寄附金収入の増加につながる。このことによる
公益的な法人の経営基盤の強化を通じて、公益的な活
動のより一層の充実を図る。

【減収見込み額】
約29.3億円

【個人が学校法人等に対して寄附を行った場合における税額控除の控除率の引上げ】
（内閣府、法務省、厚生労働省と共同要望）[所得税]

現状、学校法人等（※）に対して個人が寄附をした場合には、寄付金額から２千円を差し引いた額の４０％を
所得税額から控除することが認められているが、この税額控除の控除率を４５％に引き上げ、個人寄付の
促進を図る。

目標 ・ 効果

要望内容

・公益的な法人は、教育、福祉をはじめ公共分野おい
て重要な役割を果たし、我が国の発展に必要不可欠。
・他方、国の財政状況が厳しい中、それぞれの法人が
外部資金を通じた財務基盤の強化を図ること一層求め
られており、法人に対する寄附の裾野の拡大が必要。
（例）日米の私立大学への寄附の状況（収入に占める
割合） 日本 2.5% アメリカ 15.7%

学校法人等に対する寄付は「税額控除」又は「所得控除」のいずれかの控除を選択できる仕組み

個人寄附

＜所得控除の場合＞
（寄附金額（※）－２千円）を所得から控除し、
所得税率（５～４５％）を乗じた額が所得
税額から控除

＜税額控除の場合＞
（寄附金額（※）－２千円）×４０％

を所得税額から控除（所得税額の２５％が限度）

控除率を４０％→４５％に引上げ

※公益社団・財団法人、認定NPO法人等、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人のうちPST要件を満たす法人、国立大学法人等の修学支援事業

◇現状（例）：学校法人等に１０万円寄付した場合の控除率
・所得４０００万円超の人 控除率４５％（所得控除）
・所得５００万円の人 控除率４０％（税額控除）

→高額所得者の方が寄附額に対する控除率が高く、
同額の寄附に対して減税額が大きくなっている。

個人寄付の寄附金控除の仕組み

選
択
制

※総所得金額等の４０％が限度
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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

【制度の流れ】

小学校
入学資金

預入金
大学

入学資金

金融機関

祖父母

教育資金を
まとめて贈与

贈与資金を
預入 払出し

（教育目的）

非課税

（限度額：1,500万円）

教育目的で
あらかじめ贈与

教育費
として支出①

30歳に
達するまで

教育費
として支出③

教育費
として支出②

高校
入学資金

払出し
（教育目的）

使い残しがあれば
贈与税を課税

【教育費の範囲】
（１）学校等の入学金、授業
料など

（２）塾や、スポーツ又は文
化芸術をはじめとする習い
事など
【H31改正】
23歳以上は原則（１）のみ

【平成３１年度税制改正要望の結果】

○ 制度の適用期限を2年間延長（平成25年4月1日：制度開始～平成33年３月31日まで）

○ 教育資金管理契約の終了年齢につき、従来の30歳から、在学中であることを条件に40歳まで引き上げ

○ 所得制限の新設（孫の年間所得が1,000万円を超える場合には非課税措置を受けられない）

○ 23歳以上の孫の教育費の範囲を、学校等や教育訓練給付の支給対象となる教育訓練に係る費用に限定（習い事等は対象外）

○ 贈与から3年以内に祖父母が亡くなった場合、孫が23歳以上であれば残高を相続財産に加算（孫が在学中の場合を除く）

【制度概要】

○ 祖父母（贈与者）は、孫（受贈者）名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出。この資金につき、孫ごとに
1,500万円（学校等以外の者（塾や習い事など）に支払われるものについては500万円が限度）を非課税とする。

○ 教育資金の使途については、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管。

払出し
（教育目的）

孫

【H31改正】

在学中は
40歳まで
延長可能
※受贈は引
き続き30歳
まで

【H31改正】

孫の年間所得
による制限
（1,000万円）

【H31改正】
贈与から3年以内に祖父母が亡くなった場合→孫が23歳以上であれば相続税加算（在学中を除く）
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